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病院経営における事務職員の重要性について
―一国立病院における独法化以降事務職員数の変化―

国立病院は独立行政法人（独法）に移行後，独法のメリットを生かして，いずれの病
たど

院も職員数は増加の一途を辿った．一方，職員増加にともなう事務部門の業務量の増
大については，病院内の他部門の職員には必ずしも十分に認識されていないのではないかと思わ
れる．そこで，独法移行後の各部門別の職員数の常勤・非常勤別推移を検討するとともに，事務
職員数については同規模他施設との比較を行った．その結果，国立病院機構福山医療センター（当
院）においても，独法移行から１０年余経過後の職員数は約２倍となっているが，常勤事務職員数
についてみると，その数は全く不変で，職員数増加にともなう事務部門の業務量の増大に対して
は，非常勤事務職員の増加で対応してきたことが明らかとなった．職員数倍増にともなって通常
の管理課業務（給与・共済・人事任免手続等々）は必然的に倍増する．また，病院の発展にとも
ない，広報誌の月刊発行，オープンカンファレンス・市民公開講座等々の業務が新たに負荷され
ている状況にある．一方，平成１６年度に比し，平成２７年度の超過勤務時間の増加は，約１．４倍で
しかない．したがって，管理課業務の増大を，事務業務の効率化と，不変の常勤職員数と少数の
非常勤職員の雇用によって対応してきたと考える．今後のさらなる病院の発展には，管理課業務
のより効率的な運用が必要なことは当然であるが，拡大傾向にある広報活動の事務業務負担を踏
まえ，従来の事務業務の質を担保し，事務職員の極端なストレス負荷を回避するためにも，病院
の特性と状況を勘案し，事務職員の雇用増加を考慮する必要があると判断する．事実，機構病院
の常勤事務職員数は，同規模の国立病院機構外の他施設と比較しても，少ないことも判明した．
ここ数年来，職員定数改定の基本方針において，事務職員定数については，『前年度職員定数内
で設定』との一律的な考え方が示されており，このことは，各々の病院の特性，発展状況を勘案
し，見直すべきであると考える．
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緒 言

方 法

倫 理 審 査

結 果

平成１６年度より国立病院は独立行政法人（独法）
に移行し，病院経営の健全化を目指し各種方策が実
施された．国立病院時代の厳しい定員管理とは異な
り，ある程度の裁量をもって職員を採用できるよう
になったことから，国立病院機構福山医療センター
（当院）では医師をはじめ，看護師・薬剤師・臨床
検査技師等の医療職の数は，著しい増加を示した．
一方で，事務職員数は独法化当初と比べて大きな変
化はない．これは，医療系職員の生産性は評価しや
すいのに対して，事務部門のそれは困難であり，業
績と連動した増員が認められにくかったことが影響
していると思われる．事実，ここ数年来，事務職員
定数の取り扱いは，『前年度職員定数内で設定』で
あり，平成２８年度に至るも変わりがない．しかし，
病院経営を合理的，かつ発展的に行うにあたり，事
務職員は，非常に重要である．医療系職員との間の
著しい人数格差は，肝心の医療の質の低下にもつな
がりかねない．そこで今回，標準的な規模の国立病
院機構病院である当院を対象に，職員数の経年変化
にともなう通常の管理課業務（給与・共済・人事任
免手続等々）の増大，拡大する広報活動（広報誌発
刊・オ－プンカンファレンス・市民公開講座等々の
業務）の増大を示すとともに，事務業務の効率化を，
常勤事務職員の超過勤務時間の推移にて評価した．
併せ，機構外の同規模病院との比較を通じて，機構
病院における事務職員数の決定については，一律的
ではなく，病院の事務業務の状況に即し柔軟に決定
すべきであるとの知見を得たので報告する．

１．事務部・管理課業務一覧
事務部・管理課業務を労働強度に準じて分類する

と，①給与業務，②共済組合関連業務，③人事任免
手続業務，④各種委員会議事録作成等関連業務，⑤
福利厚生等関連業務，⑥労務管理業務，⑦研修・学
会出張手続き業務，⑧広報業務，⑨オ－プンカンフ
ァレンス・市民公開講座開催関連業務，⑩電話交
換・郵便物等文書管理業務となる．

２．職種別職員数・人件費率等の数値化
当院の平成１６年以降の職種別職員数，人件費率等
を数値化した．職員数については，常勤換算ではな

く，実人数とし，各年度４月１日付の職員数報告よ
りデータ抽出した．また，人件費率等（非常勤含む）
については，各年度の経営管理指標等より引用した．

３．事務部・管理課業務の増大の数値化
給与・共済関連業務等以外の通常業務として，上
記⑦：研修・学会出張手続き業務の経年的推移，拡
大する広報業務として，上記⑨：オ－プンカンファ
レンス・市民公開講座開催の経年的推移を，各々抽
出し，事務部・管理課業務の増大の数値化指標とした．

４．常勤事務職員の超過勤務時間数の経年的推移
常勤事務職員の超過勤務時間数の経年的推移を数
値化し，上記３．の事務業務の増大と比較し，業務
の効率化の評価を実施した．

５．旧病院・旧療養所における事務部職員数の経年
的推移
中国四国グループに旧病院・旧療養所の事務部職
員数のデ－タを求めた．

６．事務部職員数の同規模病院との比較
事務部職員数を国立病院機構内外の同規模病院と
比較した．国立病院機構外の同規模病院について，
各施設のホームページ上で公表しているデータを引
用した．

人を対象とした臨床研究でないため，倫理審査受
審は不要である．また用いられた数字はすべて公表
されているものであり，その点でも倫理的に問題は
ないものと判断した．

１．当院職種別職員数，および，事務部職員の人件
費率の経年的推移
平成１６年度／２７年度の全職員数（常勤＋非常勤）
は各 ４々２２／８２５名であり，独法化１０年後，９５．５％の
増加（ほぼ倍増）である．一方，事務職員に限って
みると，平成１６年度／２７年度の全事務職員数（常勤
＋非常勤）は各 ２々７／３６名で，事務部門の職員数は
３３．３％の増加である．他方，医療職（一）／医療職
（二）／医療職（三）の増加は各々，４９．３％／１１１．６％
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指標 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27

総収益（千円） 6,676,468 6,468,149 6,361,807 6,995,220 6,973,968 7,521,729 8,512,337 8,930,069 9,791,355 10,552,710 10,995,793 11,040,800

人件費
（千円）

全体 2,984,174 3,030,106 3,114,025 3,276,909 3,305,419 3,560,246 3,803,325 3,986,590 4,125,628 4,523,865 4,919,196 5,300,371

事務
職員 171,762 168,658 172,453 168,435 163,942 154,239 155,565 158,234 147,845 159,835 152,879 148,520

人件費率（％）
全体 48.0％ 48.1％ 50.3％ 48.2％ 48.5％ 48.4％ 45.5％ 45.4％ 42.9％ 43.5％ 45.6％ 49.1％

事務
職員 2.8％ 2.7％ 2.8％ 2.5％ 2.4％ 2.1％ 1.9％ 1.8％ 1.5％ 1.5％ 1.4％ 1.3％

事務職員比率（％） 6.2％ 6.2％ 6.1％ 5.9％ 5.1％ 4.8％ 5.3％ 5.3％ 4.9％ 4.5％ 4.6％ 4.4％

研修・学会等への出張件
数（件） 183 264 360 424 446 468 713 832 1,198 1,632 1,656 1,764

オープンカンファレンス・
市民公開講座の開催数（件） 8 14 16 45 33 28 24 22 27 30 33 54

常勤事務職員の
超過勤務時間数
（時間）

合計 2,170 1,925 2,195 2,320 2,342 2,257 2,709 3,868 3,905 4,018 3,670 3,106

管理課 746 767 728 778 837 900 1,247 1,651 1,554 1,815 1,798 1,420

／９５．１％であり，各職種別で，事務職の増加率がき
わめて少ない．その結果，独法後の事務職員比率は，
経年的に減少傾向となっている（表１）．
職員全体の常勤／非常勤別割合は，平成１６年度：

３５６／６６名，平成２７年度：６５６／１６９名で，常勤比率は
各 ８々４．４％／７９．５％となり，独法１０年後において
４．９％の低下を示した．一方，事務職員の常勤／非常
勤別割合は，平成１６年度：２１／６名，平成２７年度：
２２／１４名で，常勤比率は各 ７々７．８％／６１．１％であった．
独法化１０年後の事務職員の常勤比率の低下は１６．７％
となり，全職員の常勤比率の低下率４．９％に比し，
大きく低下している（図１，表１）．
平成１６年度／平成２７年度の総収益／人件費は各々

６６．８億／３０．０億円，１１０．０億／４９．２億円であり，職員
増大にともない総収益は１６４．７％と増加した．経年
的に収益増大がもたらされた結果，人件費率は全体
で４８．０％から４５．６％に２．４％減少した．事務職員の人
件費率も，経年的に低下傾向を示し，平成１６年度に比
し，平成２７年度の人件費率は１．６％低下した（表１）．

２．事務部・管理課業務の増大と業務効率化
上記，独法化１０年後，職員数は９５．５％の増加，す

なわち，１．９５５倍（四捨五入して２．０倍）に増加して
いるので，通常の管理課業務（①－⑥）については，
当然のことながら，約２倍となっている．研修・学
会等出張手続業務（⑦）について件数をみると，平
成１６年度：１８３件，平成２７年度：１，７６４件 で，独法

化１０年で，９．６倍と増加している．オープンカンフ
ァレンス・市民公開講座開催（⑨）件数については，
平成１６年度：８件，平成２７年度：５４件で，６．８倍と
増加している（表１，表２）．
以上，要約すると，給与・共済関連業務について
は２．０倍，研修・学会出張手続き業務，オープンカ
ンファレンス・市民公開講座開催関連業務では，
各々，９．６倍，６．８倍の業務増大となっている．加え，
平成１９年度以降の月刊広報誌（FMC便り：３２―４４
頁）の発刊が，管理課業務として負荷されている．
（福山医療センター online : http : //www．fuku-
yama―hosp．go．jp/centerbook．html）

３．常勤職員超過勤務時間，および，総労働時間（含
非常勤職員）からみた事務業務の効率化の評価
平成１６年度／２７年度の常勤事務職員数は各 ２々１／２２
人であり，当該年度の超過勤務時間数は，２，１７０／
３，１０６時間で，その増加比率は１．４３倍である（表１）．
上記２．に数値化した事務部・管理課業務の増大に，
超過勤務時間の増加はかなり抑制されており，業務
の効率化が図られていることが示唆される．
常勤事務職員の労働時間は，平成１６年当時は１日
８時間，平成２７年は７．７５時間である．非常勤事務職
員については，１日６時間と変わりがない．このこ
とを踏まえ，年間労働日数を２５５日として，平成１６
年度／２７年度の年間総労働時間を算出すると，
各々，５４，１９０時間／６８，００４時間となり，平成２７年度

表１ 独立行政法人に移行後の各指標の推移
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１．給与（支給・控除・債権管理）業務 ６．労務管理（出勤簿，休暇簿，勤務時間管理）

２．共済組合に関する業務 ７．職員の研修・出張の手続き
　　旅費・宿泊費等の計算と支給

３．人事・任用手続き（採用，退職，配置換等）職
員の表彰及び栄典に関すること ８．情報公開，広報業務（ＦＭＣ便り発刊）

４．各種委員会の開催・出席・議事録作成
　　院内規定等の制定及び改廃

９．主催学会の補助等（オープンカンファの開催，
謝金の支給・送金）

５．災害補償，福利厚生，職員健康診断 10．電話交換，郵便物等文書管理

福山医療センター（順位は労働強度に準じる）

の事務職員の年間総労働時間は平成１６年度に対
し，１．２５倍でしかない．

４．旧病院・旧療養所における事務部職員数の経年
的推移

中国四国グル－プ内における１３旧病院の平成１６年
度／２７年度における常勤事務職員数は各 ２々５１／２３８で，
独法化１０年で１３名の減である．一方，同管内におけ
る１２旧療養所の平成１６年度／２７年度における事務職
員数は各 １々７４／１６７で，独法化１０年で７名の減であ
る．中国四国グル－プ全体で，１３＋７＝２０名の常勤
事務職員の減となっている．１病院当たりで算定す

ると，独法化後，旧病院が１．２名，旧療養所は０．６名
の減となっており，旧療養所に比し，旧病院におい
て，事務職員数減が強く図られた傾向がある（表４）．

５．事務部職員数における同規模病院（自治体病
院・民間病院）との比較
同規模病院である済生会熊本病院／飯田市立病院／

相澤病院の１００床当たりの事務職員数は，常勤職員
のみで，各 ７々３．３／２７．７／４８．６名（平成２７．４．１．現在）
である．一方，当院の事務職員数は常勤・非常勤含
め８．８名で，上記３病院の常勤数のみと比較しても
少ない（表５）．

図１ 独立行政法人に移行後の職員数の経年的推移
注）医療職（一）…医長，医師（院長、副院長含む）
医療職（二）…薬剤師，診療放射線技師，臨床検査技師，栄養士，臨床工学技士，理学療法士，

作業療法士，言語聴覚士，歯科衛生士
医療職（三）…看護師，助産師

表２ 事務部・管理課業務一覧（抜粋）
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平成16年４月 平成27年４月 増加率
（Ｈ16－Ｈ
27）

（常勤 / 非常勤） （常勤 / 非常勤）

事務職 27 （21 / 6） 36 （22 / 14） 33.3％
医療職（一） 71 （50 / 21） 106 （84 / 22） 49.3％
医療職（二） 43 （42 / 1） 91 （88 / ３） 111.6％
医療職（三） 243 （222 / 21） 474 （448 / 26） 95.1％
技能職 31 （15 / 16） 53 （８ / 45） 71.0％
福祉職 0 （0 / 0） 5 （４ / １） －
診療情報管理職 0 （0 / 0） 3 （２ / １） －
医師事務作業補助者・クラーク 0 （0 / 0） 57 （０ / 57） －
教育職 7 （6 / 1） 0 （０ / ０） －
合計 422 （356 / 66） 825 （656 / 169） 95.5％

考 察

国立病院は平成１６年度の独法に移行後，診療に直
接従事する職員については，厳しい定員管理から離
れて，ある程度，それぞれの裁量を持って採用でき
るようになったことから，医療職，福祉職，診療情
報管理職等々の数は増加し，当院においても，平成
２７年度の職員数は独法化前と比べ，職員数はほぼ倍
増しているが，事務職員数の増加は独法化当初と比
較して，１名のみである（図１，表３）．職員数の
増加が，高次の加算取得等をもたらし，病院の医業
収益の増加に結びついた主因と考えられるが，さら
なる病院の発展と飛躍には，事務業務の質の担保，
患者満足度向上の観点から，事務職員の増員が必要
であるとの判断が，本論文執筆の契機である．
国立病院機構の職員定数改定の基本方針は，企画

経営部長名で通達されるが，事務職員の取り扱いは，
平成１６年の独法化以降，毎年，『前年度職員定数内
で設定』と厳しく増員が制限されている．事実，当
院における常勤事務職員は，国家公務員の定数削減

ま

の政策と相俟って，平成１６年度２１名，２７年度２２名と，
わずか１名の増加となっている．平成１６年度／２７年
度の非常勤職員は各々６／１４と８名の増加である．
全体の事務職員は２７（２１＋６）／３６（２２＋１４）で，事
務職員の増加率は３３．３％増である．一方，全職員の
増加率は９５．５％に達している．
給与・共済関連業務については２．０倍である．研

修・学会等出張手続き業務／オ－プンカンファレン
ス・市民公開講座開催関連業務については，各 ９々．６
倍／６．８倍の大幅な業務増大が示され（表１），平成
１９年度以降の月刊広報誌（FMC便り）の発刊業務
と，管理課業務量の増大が事実として明らかである．
したがって，これらの事務業務量の著明な増大を，
①１．３３倍の事務職員の増加，②１．４３倍の常勤事務職
員超過勤務時間数の増加，③１．２５倍の総労働時間（含
非常勤職員）の増加によって対応してきたことと
なる．独法化以降，事務業務の効率化が図られたこ
とは，事実としてあったと判断される．
増加する病院職員数に対応する給与計算，共済関
連の事務手続き，学会出張事務手続き等々を，事務
業務の効率化と少数の非常勤事務職員の雇用によっ
て対応してきたため，事務業務が破綻を免れてきた
と考える．しかし，非常勤職員はあくまでも事務業
務の補助的役割を担うものであり，職員管理，経営
改善策の企画・立案等々の病院の中核的業務を担う
のは常勤事務職員である．今後の病院経営は異次元
での経営である．経営の羅針盤としての機能を担う
事務部門は，変容する医療制度の状況に対して，ど
こまで感受性鋭くあり得るか，それが，今後の病院
経営を決めるといっても過言ではない．増大する事
務業務に疲弊することは，事務業務の質を危うくす
るのみならず，感受性と頭脳を麻痺させ，病院運営

さら

を危機に晒すこととなる．
平成２７年度に機構病院は非公務員化された．職員

表３ 職種別職員数の推移

注）医療職（一）…医長，医師（院長、副院長含む）
医療職（二）…薬剤師，診療放射線技師，臨床検査技師，栄養士，臨床工学技士，理学療法士，

作業療法士，言語聴覚士，歯科衛生士
医療職（三）…看護師，助産師
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施設
病床数
（平成27
年度）

平成
16

平成
17

平成
18

平成
19

平成
20

平成
21

平成
22

平成
23

平成
24

平成
25

平成
26

平成
27

平成
28 対16増減

旧
病
院

A 270 16 16 16 16 13 14 14 14 14 14 14 14 14 ▲2
B 365 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 ▲1
C 609 23 23 22 22 22 23 23 23 26 26 26 26 26 3
D 700 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 29 29 0

福山医療 410 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0
E
E' 440 13

12 24 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 ▲4

F 400 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 0
G 530 23 23 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 1
H
H' 689 19

16
19
16

19
16

19
16

19
16

19
16

19
16

19
17

19
17 26 26 27 26 ▲9

I 405 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
J 424 23 23 22 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 ▲3
小計 － 251 250 247 246 244 246 245 245 248 239 239 238 237 ▲14

旧
療
養
所

K
K' 523 11

10 21 20 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 ▲4

L 340 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0
M 400 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 ▲1
N 435 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0
O 430 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1
P 365 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 ▲1
Q 280 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0
R 330 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ▲1
S 300 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0
T 320 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ▲1
U 430 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0
小計 － 174 173 172 168 168 167 167 167 167 167 167 167 167 ▲7
合計 － 425 423 419 414 412 413 412 412 415 406 406 405 404 ▲21

の非公務員化に併せて，他の設立母体の病院との諸
条件の同一化を求められているものと考える．した
がって，この時期に，事務職員数についても，機構
外病院の数を参照すべきと考える．機構病院と公的
病院・私立病院等の機構外病院の事務職員数の正当
な比較は，医事を含めた事務関連の委託，派遣従事
者数とその費用等々を明示した上でなされるもので
あるが，同情報がすべて公開されている訳ではない
ため，完全な比較は困難である．しかし，上記，同
規模病院の１００床当たりの事務職員数を比較すると，
済生会熊本病院／飯田市立病院／相澤病院は，常勤事
務職員のみで各 ７々３．３／２７．７／４８．６名を雇用している
（表５）．一方，当院の事務職員数は，常勤・非常
勤合わせ，わずか８．８名であることを考えれば，機
構病院の事務職員数は，常勤・非常勤を合わせても，
明らかに少ないものと考える．
事務部門が，一見非生産部門にみえることが大き

な理由と推測される．国立病院機構内病院でも，旧
病院の常勤事務職員数は，独法化以降平成２８年まで
に，１病院当たり平均１．２名の常勤職員数の減少を
強いられており，旧療養所が同期間に０．６名の減少
であることを踏まえれば，旧病院に対して厳しい定

員削減が実施されたといえる（表３）．当院の常勤・
非常勤を合わせた１００床当たりの事務職員数は８．８名
で，同規模の機構外病院の常勤事務職員数７３．３／２７．７
／４８．６のみと比較しても圧倒的に少ない．大阪りん
くう総合医療センターと比較すると，常勤事務職員
数は２５名とほぼ同数であるが，非常勤事務職員は５６
名と，当院の１４名に比し４倍の数を雇用している（表
５）．同規模の機構外病院と比較し，当院をはじめ
とする機構病院の事務系職員数は少ないことは事実
であるが，仕事の内容（質）と範囲については必ず
しも同一でないことが，本比較検討における解析の
制限（弱点）といえる．
病院の機能により事務職員の業務内容は大きく異
なり，病院の機能の変容によって事務職員の担う業
務も変容する．適切な事務職員数の比較解析は，病
院機能・人口背景を可能な限り揃えるとともに，比
較対照病院の機能や特色によって事務職員の業務内
容に差異が生じることも踏まえ，「事務職基本給表」
に属する常勤職員以外の，非常勤事務業務補助職員，
医師事務作業補助者等の職員を含めて比較するとい
った工夫も必要であると考える．これらすべての情
報が公開されているわけではないので，完全な比較

表４ 旧病院・旧療養所における事務部職員数の経年的推移（国立病院機構中国四国グル－プ）
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施設名 病床数 全職員数 事務
常勤

事務
非常勤

事務
計

100床当たり
事務職員数

職員100人
当たり 備考

社会福祉法人恩賜財団
済生会熊本病院（熊本県） 400 1,832.0 293 － 293 73.3 15.99

平成27.4.1現在※
職種別人数は，委
託派遣職員を除く

飯田市立病院
（長野県） 423 924.0 117 － 117 27.7 12.66 平成27.4.1現在

社会医療法人財団慈泉会
相澤病院（長野県） 502 1,707.0 244 － 244 48.6 14.29 平成27.4.1現在

りんくう総合医療センター
（大阪府） 358 729 25 56 81 22.6 11.11 平成28.3.1現在

独立行政法人国立病院機構
福山医療センター（広島県） 410 791.8 22 14 36 8.8 10.13 平成27.4.1現在

結 論
解析は困難であるが，本検討は，当院の事務職員数
は，非常勤を含めても，同規模の機構外病院と比較
して少数であることを明示した．質の高い医療と患
者満足の提供は，適正な事務職員数の確保の上に成
り立つものであることを，再度，附言しておきたい．
組織の機能は，①ロジスティック（ロジ），②サ
ブスタンス（サブ），③プレス（広報を含む「情報

たん

発信」）と分類し得る．ロジは，もともとは兵站と
いう軍事用語である．病院において，事務部門はロ
ジ部門であり，一見，非生産的部門にみえることか
ら，機構本部においてはその増員が厳しく制限され
てきたものと考える．しかし，病院における経営企
画分析，各種加算の申請，市民公開講座の会議場の

へい

確保，オープンカンファレンスの演者の招聘手続き
等々，ロジが期限の遅滞なく機能してこそ組織は成
果をだすことができるといい得る．この意味で，事
務部門は直接的に，病院の生産性に関与しているこ
とは明らかである．当院では病院収益が伸びる一方
で，事務職員の人件費率が著しく低下した．その原
因として，事務部門の評価を経営と切り離し，旧国
立病院における行政職の厳しい定員管理を継続した
ことが考えられる．これは，機構外の同規模病院の
事務職員数との比較を踏まえると，国家公務員削減
政策があるものの，やや硬直的な判断であったので
はないかと考える．今後は，機構外病院の事務職員
数も参考にしながら，収益が向上するならば，雇用
が可能となるようさまざまな雇用形態を視野に入れ，
事務職員が生産性に結びつく重要な職種であること
を認識した適正な事務職員数の設定が，病院の患者
満足度，および，医療の質を担保する上で必要であ
ると考える．

１．福山医療センターでは，独立行政法人に移行後，
平成１６年度に比し，平成２７年度の全職員数は２．０倍
に増加し，必然的に，給与・共済関連業務は２．０倍
となった．一方，事務系職員数は，常勤・非常勤合
わせて，１．３倍の増加でしかない．医療職員（サブ）
に比べ，事務職員（ロジ・プレス）数の増加が少な
いことが明らかとなった．
２．研修・学会出張手続き業務，オ－プンカンファ
レンス／市民公開講座開催関連業務では，各 ９々．６倍
／６．８倍の業務量の増大である．平成１９年度以降の月
刊広報誌（FMC便り：３２―４４頁）の発刊業務が加
わった．
３．当該期間（平成１６年→平成２７年）の常勤職員超
過勤務時間，非常勤職員を含めた事務職員の総労働
時間の伸びを算定すると，各々，１．４３倍，１．２５倍で
しかない．したがって，この間，事務業務の効率化
が企図され，実践されたことは，事実としてある．
４．当該期間における事務職員の人件費率は下降傾
向にあり，結果として事務系職員１人当たりの生産
性は高いと，いい得る．
５．国立病院機構外の同規模病院と比較して，福山
医療センターの事務職員数は少ない．
６．質の高い医療を提供し，事務職員の極端なスト
レス負荷を回避し，病院のさらなる発展を期するな
らば，福山医療センターの常勤職員については，『前
年度職員定数内で設定』との一律的な考え方につい
ては，見直しが必要である．

著者の利益相反：本論文発表内容に関連して申告なし．

表５ 事務職員数の比較（同規模民間病院）
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